
 

 

小平市空き家等対策計画の策定にあたって 

 

小平市長 

 
 

小平市は、玉川上水の開通に伴い新田開発がなされ、青梅街道に沿って列状に並ぶ農家とそ

の背後に細長い短冊型の畑地と林地のある独特な集落が形成されてきた歴史があり、その後７

つの駅周辺を中心に都市化が進み、住宅都市として発展してきました。 

近年、全国的な人口減少や高齢化、既存建築物の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変

化などを背景に、空き家等が年々増加し社会問題化しています。 

空き家等については、本来その所有者等に適正な管理をする責務があります。空き家等が全

て問題というわけではなく、空き家等が適正に管理されないまま放置されてしまうと、防災・

防犯・安全・環境・景観等、生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性もあり、市としても空き家

等問題について総合的に対応していく必要性が高まってきました。 

こうしたことから、平成２７年５月に全面施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」

を契機に、市では庁内関係部署による連携の強化や地域の専門家団体等との空き家等対策に関

する協定の締結などにより体制の整備を進め、対策の充実に努めてまいりました。また、平成

３０年度に識見を有する者や公募市民により構成される「空き家等対策計画検討委員会」を設

置して市における空き家等対策の方向性についてご検討いただき、市民意見公募手続であるパ

ブリックコメントを実施することによりお寄せいただいたご意見等を踏まえ、このたび小平市

空き家等対策計画を策定する運びとなりました。 

本計画は、「空き家化の予防」、「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活用」を空き家等対

策の基本方針としています。今後とも市民等、事業者、市が連携を図りながら、この基本方針

を念頭に対策に取り組んでまいりますので、空き家等の所有者等をはじめ関係のみなさまには、

より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました空き家等対策計画検討委員会の委員の

みなさまをはじめ、貴重なご意見やご提案をいただきました市民のみなさまに心より深く感謝

申し上げます。 

 
平成 31年（2019年）3月  
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